
びわ湖大津ビワコイ祭り２０２６イベント企画運営等業務委託 

公募型プロポーザル（書類選考型）実施要領 
 

１．目的 

   本実施要領は、びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会（以下「実行委員会」という。）が 

びわ湖大津ビワコイ祭り２０２６イベント企画運営等業務委託にかかる契約相手方となる事 

業者の選定にあたり、公募型プロポーザル（書類選考型）の実施方法等、必要な事項を定め 

るものです。 

 

２．業務概要 

 （１）委託業務名：びわ湖大津ビワコイ祭り２０２６イベント企画運営等業務 

 （２）業務内容：びわ湖大津ビワコイ祭り２０２６イベント企画運営等業務委託仕様書 

（別紙１以下「仕様書」という。）を基準とし、これ以上の提案を求めます。 

 （３）業務期間：契約締結の日から２０２６年１１月３０日まで 

 

３．イベント実施日時及び場所 

・実施日時 ２０２６年９月５日（土）、６日(日) 両日とも正午から午後８時 

・実施場所 おまつり広場、修景緑地 

 

４．予算額 

  委託料の上限は、金６，５００，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む）とします。 

 

５．実施方式 

   公募型プロポーザル（書類選考型）方式 

 

６．スケジュール 

日 程 内 容 

2026年5月1日 公募開始 

5月11日 質問締切（正午まで） 

5月18日 質問に対する回答 

5月22日 企画提案書等の提出締切（正午まで） 

5月23日～5月28日 書類審査 

6月10日 結果通知(予定) 

 

７．参加資格 

 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とします。 

（１）大津商工会議所の会員であること（会費に滞納がないこと） 

（２）市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと。 

（４）次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。

以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）であると認められるとき。 

   イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営

に実質的に関与していると認められるとき。 



   ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

   オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

   カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当す

ることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てがなされていな

い者であること。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

 

８．説明会 

   実施しません。 

 

９．質疑・応答 

 （１）方  法／【様式５】にて電子メールでお問合せください。電話又は口頭による質問は

受付け致しません。 

 （２）期  限／２０２６年５月１１日 正午まで 

 （３）問合せ先／びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会（事務局：株式会社まちづくり大津） 

info@machidukuri-otsu.jp 

 

１０．参加申込の手続き 

 （１）提出書類 

プロポーザル参加希望者は、本実施要領、仕様書の各規定を理解した上で、次の書類を提

出してください。 

 【様式１】参加申込書 １部 

【様式２】類似事業の実績調書 １部 

【様式３】誓約書 １部 

    【提案書】企画提案書 １部（Ａ４、縦、１０ページ以内 ※表紙は含みません） 

      ・提案内容の全体像（具体的にイメージできるもの） 

      ・業務の実施体制（強風対策等、安全性の確保含む） 

      ・業務の実施スケジュール 

      ・見積書 

   などを明記してください。 

 （２）提出期限・受付時間・提出先 

  提出期限：２０２６年５月２２日 正午まで（必着） 

   受付時間：午前９時から午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く） 

   提 出 先：「１７．問合せ先」に記載のある担当窓口までご提出ください。 

 

１１．審査方法 

（１）審査方法／書類審査 

   本実施要領及び仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、審査委員会(実行委

員会会長および副会長、実施本部長で構成)において審査します。審査委員会が必要と認

める場合には、追加資料の提出を求めたり、聞き取り調査を行うことがあります。 

 （２）審査基準／審査項目は概ね以下の点を基準とし、総合的に審査します。 

   ・企画の妥当性（企画内容の公共性・公益性・適切性、魅力、広報計画、安全性など） 

   ・企画の実現性（事業実施能力、実施体制、実施スケジュール、見積金額の妥当性など） 

 



１２．審査結果 

 （１）通知方法／書類審査を受けた全ての申請者に通知します。 

 （２）通知時期／２０２６年６月１０日（予定） 

 

１３．提出書類の扱い 

 （１）提出書類は、返却しません。 

 （２）提出後の差し替え及び追加・削除は認めません。 

 （３）提出書類は、審査以外には利用しません。 

 （４）実行委員会が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがあります。 

 （５）企画提案書の提出は１者につき１案とします。 

 

１４．契約の締結等  

（１）現下の物価変動等の影響を受けることが想定されるため、業務委託予定者の決定後、提

案内容を基本としつつ、実行委員会との協議の上、業務内容、実施方法及び仕様の詳細に

ついて見直しを行う場合がある。この場合においても、契約金額は原則として委託上限額

の範囲内とする。 

（２）選定した業務委託予定者と実行委員会が協議し、委託候補者から提案された内容を反映

させて仕様書を確定し、契約を締結する。  

（３）契約金額の決定契約金額は、上記１４（２）により確定した仕様書に基づき、改めて見

積書を徴収し決定する。なお、見積金額は予算額を超えないものとする。 

 （４）その他 委託候補者と実行委員会との間で行う協議が整わない場合、委託候補者から改め

て徴収した見積書が上限額（上記４）を超えている場合、又は委託候補者が契約を辞退し

た場合は、次点の者を委託候補者とする。 

 

１５．情報公開及び提供 

 実行委員会は企画提案者から提出された企画提案書等について、第三者に開示することができ

るものとします。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を

害すると認められる情報は非開示となる場合があります。 

なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響がおよぶ恐れがある情報につ

いては決定後の開示とします。 

 

１６．その他 

 （１）言語及び通貨単位 

   手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

 （２）費用負担／書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とします。

やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザル（書類選考型）を実施することができ

ないと認めるときは、停止、中止又は取り消すことがあります。なお、この場合において

本公募型プロポーザル（書類選考型）方式に要した費用を実行委員会に請求することはで

きません。 

 （３）参加辞退の場合 

   企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに【様式４】

辞退届を「１７．問合せ先」に記載のある担当窓口に提出してください。 

 （４）失格事項 

   次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。 

    ア 参加資格要件を満たしていない場合 

    イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

    ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等

の条件に適合しない書類の提出があった場合 

    エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 （５）著作権等の権利 



   企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとします。ただ

し、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、実行委員会が必要

と認める場合には、実行委員会は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部又は

全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるものとします。 

（６）申請者は、公募型プロポーザル（書類選考型）方式の実施後、不知又は内容の不明を理

由として、異議を申し立てることはできません。 

 

１７．問合せ先 

 〒520-0043 大津市中央一丁目2-25 

  びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会（事務局：株式会社まちづくり大津） 

   TEL 077-523-5010 FAX 077-514-7690 E-mail  info@machidukuri-otsu.jp 


